
行政組織の改編に伴う所管課の変更に係る関係規則の整理に関する規則

をここに公布する。  

平成２８年３月３１日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德 

瀬戸市規則第２号  

   行政組織の改編に伴う所管課の変更に係る関係規則の整理に関する

規則 

（瀬戸市「財政事情」の閲覧手続き及びその方法に関する規則の一部改

正） 

第１条 瀬戸市「財政事情」の閲覧手続き及びその方法に関する規則（昭

和２３年瀬戸市規則第１１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

第６条 閲覧期間終了後の「財政事情」は、行政

管理部財政課においてこれを保存しなければな

らない。 

第６条 閲覧期間終了後の「財政事情」は、行政

経営部経営課においてこれを保存しなければな

らない。 
  

（瀬戸市会計規則の一部改正）  

第２条 瀬戸市会計規則（昭和２９年瀬戸市規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （物品出納員及び物品取扱主任等）  （物品出納員及び物品取扱主任等） 

第２１条 財政課に物品出納員を置き、財政課長

をもって充てる。 

第２１条 行政課に物品出納員を置き、行政課長

をもって充てる。 



２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 
  

（瀬戸市公印規則の一部改正）  

第３条 瀬戸市公印規則（昭和３２年瀬戸市規則第１０号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 

 

公印の
種類 

形式 
書
体 

寸
法 

用途 
管
守
者 

＜省略＞ 

市
印 

瀬  戸 

 

市  印 

 

古
印
体 

21 

× 

21 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
発
行
す
る
公
文
書 

行
政
課
長 

＜省略＞ 

市
印 

瀬  戸 

 

市  印 

 

古
印
体 

４ 

× 

４ 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
発
行
す
る
公
文
書 

行
政
課
長 

＜省略＞ 

市
長
印 

瀬 戸 市 

 

長  印 

 

古
印
体 

17 

× 

17 

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
発
行

す
る
公
文
書 

行
政
課
長
及
び
高
齢
福
祉
課
長 

＜省略＞ 

別表（第３条関係） 

 

公印の
種類 

形式 
書
体 

寸
法 

用途 
管
守
者 

＜省略＞ 

市
印 

瀬  戸 

 

市  印 

 

古
印
体 

21 

× 

21 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
発
行
す
る
公
文
書 

情
報
課
長 

＜省略＞ 

市
印 

瀬  戸 

 

市  印 

 

古
印
体 

４ 

× 

４ 

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
発
行
す
る
公
文
書 

情
報
課
長 

＜省略＞ 

市
長
印 

瀬 戸 市 

 

長  印 

 

古
印
体 

17 

× 

17 

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
発
行

す
る
公
文
書 

情
報
課
長
及
び
高
齢
福
祉
課
長 

＜省略＞ 



 

デ
ジ
タ
ル
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
セ
ン
タ

ー
専
用
市
長
印 

瀬 戸 市 

 

長  印 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ

ｾﾝﾀｰ専用 
 

古
印
体 

21 

× 

21 

使
用
許
可
専
用 

秘
書
室
長 

＜省略＞ 

市
長
職
務
代
理
印 

瀬戸市長 

職務代理 

者  印 
 

古
印
体 

17 

× 

17 

電
算
計
算
機
を
利
用
し
て
発
行
す

る
公
文
書 

行
政
課
長
及
び
高
齢
者
福
祉
課
長 

＜省略＞ 

 

デ
ジ
タ
ル
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
セ
ン
タ

ー
専
用
市
長
印 

瀬 戸 市 

 

長  印 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ

ｾﾝﾀｰ専用 
 

古
印
体 

21 

× 

21 

使
用
許
可
専
用 

情
報
課
長 

＜省略＞ 

市
長
職
務
代
理
印 

瀬戸市長 

職務代理 

者  印 
 

古
印
体 

17 

× 

17 

電
算
計
算
機
を
利
用
し
て
発
行
す

る
公
文
書 

情
報
課
長
及
び
高
齢
者
福
祉
課
長 

＜省略＞ 
  

（広報せと発行規則の一部改正）  

第４条 広報せと発行規則（昭和３３年瀬戸市規則第４号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（原稿の収集） （原稿の収集） 

第５条 課長（公所の長を含む。）は、その主管

に属する掲載事項を取りまとめ、原稿を経営戦

略部秘書室に送付する。 

第５条 課長（公所の長を含む。）は、その主管

に属する掲載事項を取りまとめ、原稿を行政経

営部情報課に送付する。 

（会議）  （会議） 

第６条 経営戦略部秘書室は必要と認めた場合、

広報せと編集会議を招集することができる。 

第６条 行政経営部情報課は必要と認めた場合、

広報せと編集会議を招集することができる。 
  



（瀬戸市予算及び決算規則の一部改正）  

第５条 瀬戸市予算及び決算規則（昭和４０年瀬戸市規則第１７号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （各課等の長の協力）  （各課等の長の協力） 

第４条 各課等の長は、行政管理部財政課長（以

下「財政課長」という。）が財政の健全な運営

又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資

料の提出を求めたときは、協力しなければなら

ない。 

第４条 各課等の長は、行政経営部経営課長（以

下「経営課長」という。）が財政の健全な運営

又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資

料の提出を求めたときは、協力しなければなら

ない。 

（予算の編成方針）  （予算の編成方針） 

第５条 財政課長は、市長の命を受けて、毎年度

の予算の編成方針を定め、各課等の長に通知す

るものとする。 

第５条 経営課長は、市長の命を受けて、毎年度

の予算の編成方針を定め、各課等の長に通知す

るものとする。 

 （予算に関する見積書等）  （予算に関する見積書等） 

第６条 各課等の長は、前条の編成方針に基づ

き、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書

のうち、必要な書類を指定した日までに財政課

長に提出しなければならない。 

第６条 各課等の長は、前条の編成方針に基づ

き、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書

のうち、必要な書類を指定した日までに経営課

長に提出しなければならない。 

⑴から⑻まで ＜省略＞  ⑴から⑻まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （予算の裁定）  （予算の裁定） 

第７条 財政課長は、前条の規定に基づき提出さ

れた予算に関する見積書等について調査検討し

必要と認めるときは関係各課等の長の意見をき

いて査定を行い、その結果を各課等の長に通知

するものとする。 

第７条 経営課長は、前条の規定に基づき提出さ

れた予算に関する見積書等について調査検討し

必要と認めるときは関係各課等の長の意見をき

いて査定を行い、その結果を各課等の長に通知

するものとする。 

２ 各課等の長は、前項の査定の結果について意

見のあるときは、財政課長に意見書を提出する

ことができる。 

２ 各課等の長は、前項の査定の結果について意

見のあるときは、経営課長に意見書を提出する

ことができる。 



３ 財政課長は、第１項の査定の結果を、前項の

規定に基づいて各課等の長から提出された意見

書と併せ、市長に提出し、裁定を受けるものと

する。 

３ 経営課長は、第１項の査定の結果を、前項の

規定に基づいて各課等の長から提出された意見

書と併せ、市長に提出し、裁定を受けるものと

する。 

（裁定結果の通知）  （裁定結果の通知） 

第８条 財政課長は、前条第３項により市長の裁

定を受けたときは、その結果を各課等の長に通

知しなければならない。 

第８条 経営課長は、前条第３項により市長の裁

定を受けたときは、その結果を各課等の長に通

知しなければならない。 

（予算案の調製）  （予算案の調製） 

第９条 財政課長は、第７条第３項の規定による

裁定に基づき、予算案及び次に掲げる予算に関

する説明書を調製し、市長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

第９条 経営課長は、第７条第３項の規定による

裁定に基づき、予算案及び次に掲げる予算に関

する説明書を調製し、市長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （議決予算等の通知）  （議決予算等の通知） 

第１０条 財政課長は、議長から市長に対し、議

決予算の送付があつたとき、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

１７９条第１項若しくは第１８０条第１項の規

定により専決処分をされたとき又は法第１７７

条第２項の規定により予算が計上されたとき

は、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理

者に交付しなければならない。 

第１０条 経営課長は、議長から市長に対し、議

決予算の送付があつたとき、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

１７９条第１項若しくは第１８０条第１項の規

定により専決処分をされたとき又は法第１７７

条第２項の規定により予算が計上されたとき

は、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理

者に交付しなければならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （執行方針）  （執行方針） 

第１１条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執

行を確保するため、市長の命を受けて、予算の

編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当た

って留意すべき事項（以下「執行方針」とい

う。）を、各課等の長に通知するものとする。

ただし、特に執行方針を示す必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

第１１条 経営課長は、予算の適切かつ厳正な執

行を確保するため、市長の命を受けて、予算の

編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当っ

て留意すべき事項（以下「執行方針」とい

う。）を、各課等の長に通知するものとする。

ただし、特に執行方針を示す必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

 （執行計画）  （執行計画） 



第１２条 各課等の長は、前条の規定による通知

を受けたとき、又は財政課長が必要と認めると

きは、執行方針に従い、予算執行計画書を財政

課長に提出しなければならない。 

第１２条 各課等の長は、前条の規定による通知

を受けたとき、又は経営課長が必要と認めると

きは、執行方針に従い、予算執行計画書を経営

課長に提出しなければならない。 

２ 財政課長は、提出された執行計画書を調査

し、必要があると認めるときは、各課等の長の

意見を聴いて、執行計画を策定し、市長の決裁

を受けるものとする。 

２ 経営課長は、提出された執行計画書を調査

し、必要があると認めるときは、各課等の長の

意見を聴いて、執行計画を策定し、市長の決裁

を受けるものとする。 

 （執行計画の変更）  （執行計画の変更） 

第１３条 補正予算が成立したとき又はその他の

理由に基づき、予算執行計画を変更する必要が

あるときは、当該各課等の長は、前条第１項の

手続に準じて財政課長に変更の申出をしなけれ

ばならない。 

第１３条 補正予算が成立したとき又はその他の

理由に基づき、予算執行計画を変更する必要が

あるときは、当該各課等の長は、前条第１項の

手続に準じて経営課長に変更の申出をしなけれ

ばならない。 

２ 財政課長は、前項の申出があったとき又はそ

の他必要があると認めるときは、関係各課等の

長の意見をきいて、前条第２項の手続に準じて

予算執行計画の変更の手続を行わなければなら

ない。 

２ 経営課長は、前項の申出があったとき又はそ

の他必要があると認めるときは、関係各課等の

長の意見をきいて、前条第２項の手続に準じて

予算執行計画の変更の手続きを行わなければな

らない。 

（執行の制限）  （執行の制限） 

第１４条 歳出予算（前年度から繰り越された継

続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経

費を含む。以下同じ。）のうち財源の全部又は

一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方

債その他特定の収入を充てるものについては、

当該収入が確定した後でなければ執行すること

ができない。ただし、財政課長が特に認めた場

合は、この限りでない。 

第１４条 歳出予算（前年度から繰り越された継

続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経

費を含む。以下同じ。）のうち財源の全部又は

一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方

債その他特定の収入を充てるものについては、

当該収入が確定した後でなければ執行すること

ができない。ただし、経営課長が特に認めた場

合は、この限りでない。 

２ 財政課長は、収入が歳入予算（前年度から繰

り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰

越しされた経費に係る財源を含む。以下同

じ。）の当該金額に比して減少し又は減少する

おそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金

額を縮少して執行させることができる。 

２ 経営課長は、収入が歳入予算（前年度から繰

り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰

越しされた経費に係る財源を含む。以下同

じ。）の当該金額に比して減少し又は減少する

おそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金

額を縮少して執行させることができる。 



（歳出予算の配当）  （歳出予算の配当） 

第１５条 財政課長は、第１２条第２項の規定に

より策定された執行計画に従い、各課等の長に

対し、その所管する事項に係る歳出予算を配当

するとともに、会計管理者に通知しなければな

らない。 

第１５条 経営課長は、第１２条第２項の規定に

より策定された執行計画に従い、各課等の長に

対し、その所管する事項に係る歳出予算を配当

するとともに、会計管理者に通知しなければな

らない。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 財政課長は、前項の規定により提出された書

類を審査し、意見を付して市長の決裁を受ける

ものとする。 

４ 経営課長は、前項の規定により提出された書

類を審査し、意見を付して市長の決裁を受ける

ものとする。 

５ 財政課長は、前項の規定により市長の決裁を

受けたときは、各課等の長に配当するとともに

会計管理者に通知しなければならない。 

５ 経営課長は、前項の規定により市長の決裁を

受けたときは、各課等の長に配当するとともに

会計管理者に通知しなければならない。 

（歳出予算の流用）  （歳出予算の流用） 

第１６条 各課等の長は、予算に定める歳出予算

の各項の流用又は配当予算の各目、各事業及び

各節間の流用を必要とするときは、異動決議書

を財政課長に提出しなければならない。 

第１６条 各課等の長は、予算に定める歳出予算

の各項の流用又は配当予算の各目、各事業及び

各節間の流用を必要とするときは、異動決議書

を経営課長に提出しなければならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 財政課長は、第１項の規定により異動決議書

が提出されたときは、当該流用の可否を審査し

なければならない。 

３ 経営課長は、第１項の規定により異動決議書

が提出されたときは、当該流用の可否を審査し

なければならない。 

４ 財政課長は、歳出予算の流用を決定したとき

は、直ちに会計管理者に通知しなければならな

い。 

４ 経営課長は、歳出予算の流用を決定したとき

は、直ちに会計管理者に通知しなければならな

い。 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（予備費の充用）  （予備費の充用） 

第１７条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は

歳出予算の経費の金額を超過する支出を必要と

するときは、異動決議書を財政課長に提出しな

ければならない。 

第１７条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は

歳出予算の経費の金額を超過する支出を必要と

するときは、異動決議書を経営課長に提出しな

ければならない。 

２ 財政課長は、前項の規定により異動決議書が

提出されたときは、当該充用の可否を審査しな

２ 経営課長は、前項の規定により異動決議書が

提出されたときは、当該充用の可否を審査しな



ければならない。 ければならない。 

３ 財政課長は、予備費の充用を決定したとき

は、直ちに会計管理者に通知しなければならな

い。 

３ 経営課長は、予備費の充用を決定したとき

は、直ちに会計管理者に通知しなければならな

い。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

（弾力条項の適用）  （弾力条項の適用） 

第１９条 各課等の長は、法第２１８条第４項の

規定により弾力条項を適用する必要が生じたと

きは、弾力条項適用伺書を財政課長に提出しな

ければならない。 

第１９条 各課等の長は、法第２１８条第４項の

規定により弾力条項を適用する必要が生じたと

きは、弾力条項適用伺書を経営課長に提出しな

ければならない。 

２ 財政課長は、前項の規定により提出された弾

力条項適用伺書を速やかに審査し、必要がある

と認めるときは、各課等の長に必要な資料の提

出を求め、意見を付して市長の決裁を受けなけ

ればならない。 

２ 経営課長は、前項の規定により提出された弾

力条項適用伺書を速やかに審査し、必要がある

と認めるときは、各課等の長に必要な資料の提

出を求め、意見を付して市長の決裁を受けなけ

ればならない。 

３ 財政課長は、市長が弾力条項の適用を決定し

たときは、直ちに会計管理者に通知しなければ

ならない。 

３ 経営課長は、市長が弾力条項の適用を決定し

たときは、直ちに会計管理者に通知しなければ

ならない。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

（繰越し）  （繰越し） 

第２１条 各課等の長は、予算に定められた継続

費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越

し、又は歳出予算について事故繰越しをする必

要があると認めるときは、当該会計年度内に、

繰越伺書を財政課長に提出しなければならな

い。 

第２１条 各課等の長は、予算に定められた継続

費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越

し、又は歳出予算について事故繰越しをする必

要があると認めるときは、当該会計年度内に、

繰越伺書を経営課長に提出しなければならな

い。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

第２２条 各課等の長は、前条の規定により繰越

しを決定された経費について、継続費繰越計算

書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越

計算書を速やかに財政課長に提出しなければな

らない。 

第２２条 各課等の長は、前条の規定により繰越

しを決定された経費について、継続費繰越計算

書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越

計算書を速やかに経営課長に提出しなければな

らない。 

２ 財政課長は、前項の規定により提出された書

類を審査した後、市長の決裁を受けて会計管理

２ 経営課長は、前項の規定により提出された書

類を審査した後、市長の決裁を受けて会計管理



者に通知しなければならない。 者に通知しなければならない。 

３ 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了

したときは、速やかに継続費精算報告書を財政

課長に提出しなければならない。 

３ 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了

したときは、速やかに継続費精算報告書を経営

課長に提出しなければならない。 

（歳入状況の変更の報告）  （歳入状況の変更の報告） 

第２３条 各課等の長は、国庫支出金、県支出

金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又

は時期等について変更が生じ、あるいは生ずる

ことが明らかになったときには、速やかに財政

課長に報告しなければならない。 

第２３条 各課等の長は、国庫支出金、県支出

金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又

は時期等について変更が生じ、あるいは生ずる

ことが明らかになったときには、速やかに経営

課長に報告しなければならない。 

 （予算を伴う条例等）  （予算を伴う条例等） 

第２６条 各課等の長は、予算を伴うこととなる

条例、規則、要綱等を定めようとするときは、

あらかじめ財政課長に協議しなければならな

い。 

第２６条 各課等の長は、予算を伴うこととなる

条例、規則、要綱等を定めようとするときは、

あらかじめ経営課長に協議しなければならな

い。 

（支出負担行為の制限）  （支出負担行為の制限） 

第２７条 支出負担行為は、第１５条から第１７

条まで及び第１９条の規定により配当された歳

出予算内でなければすることができない。ただ

し、財政課長が特に必要と認めたときは、この

限りでない。 

第２７条 支出負担行為は、第１５条から第１７

条まで及び第１９条の規定により配当された歳

出予算内でなければすることができない。ただ

し、経営課長が特に必要と認めたときは、この

限りでない。 

（財政課長への合議）  （経営課長への合議） 

第２８条 各課等の長は、支出負担行為をしよう

とするときは、あらかじめ財政課長に合議しな

ければならない。 

第２８条 各課等の長は、支出負担行為をしよう

とするときは、あらかじめ経営課長に合議しな

ければならない。 
  

（瀬戸市公有財産事務取扱規則の一部改正） 

第６条 瀬戸市公有財産事務取扱規則（昭和４２年瀬戸市規則第２２号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



（公有財産の所管） （公有財産の所管） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２ 普通財産は、市長が特に所管すべき各課等の

長を指定したものを除き、財政課長に所管させ

る。 

２ 普通財産は、市長が特に所管すべき各課等の

長を指定したものを除き、行政課長に所管させ

る。 

 （事務の総括）  （事務の総括） 

第４条 財政課長は、公有財産に関する事務を総

括しなければならない。 

第４条 行政課長は、公有財産に関する事務を総

括しなければならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 財政課長は、必要があるときは随時市の職員

（以下「職員」という。）を派遣して、公有財

産に関する事務の状況及び公有財産の現状につ

いて実地調査をすることができる。 

３ 行政課長は、必要があるときは随時市の職員

（以下「職員」という。）を派遣して、公有財

産に関する事務の状況及び公有財産の現状につ

いて実地調査をすることができる。 

４ 財政課長は、前項の調査の結果必要があると

認めるときは、市長の決裁を経て、各課等の長

に対し、公有財産の管理及び処分について必要

な措置を講ずるよう指示することができる。 

４ 行政課長は、前項の調査の結果必要があると

認めるときは、市長の決裁を経て、各課等の長

に対し、公有財産の管理及び処分について必要

な措置を講ずるよう指示することができる。 

 （職員の居住の禁止）  （職員の居住の禁止） 

第６条 公有財産の建物（市営住宅を除く。）に

は、職員その他の者を居住させることはできな

い。ただし、公有財産の管理又は取扱いについ

て、特に管理人を居住させる必要がある場合

は、次に掲げる事項を具して、財政課長を経

て、市長の決裁を受けなければならない。 

第６条 公有財産の建物（市営住宅を除く。）に

は、職員その他の者を居住させることはできな

い。ただし、公有財産の管理又は取扱いについ

て、特に管理人を居住させる必要がある場合

は、次に掲げる事項を具して、行政課長を経

て、市長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞ ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ 各課等の長は、前項の規定による管理人の居

住を廃止した場合は、その理由を財政課長を経

て、市長に報告しなければならない。 

２ 各課等の長は、前項の規定による管理人の居

住を廃止した場合は、その理由を行政課長を経

て、市長に報告しなければならない。 

 （公有財産台帳）  （公有財産台帳） 

第７条 ＜省略＞ 第７条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 各課等の長は、台帳及び関係図の記載事項に

変動があったときは、直ちにその旨を財政課長

４ 各課等の長は、台帳及び関係図の記載事項に

変動があったときは、直ちにその旨を行政課長



に報告しなければならない。 に報告しなければならない。 

５ 財政課長は、他の各課等の長に属する公有財

産について、台帳及び関係図の写しを備え、そ

の状況を総括整理しておかなければならない。 

５ 行政課長は、他の各課等の長に属する公有財

産について、台帳及び関係図の写しを備え、そ

の状況を総括整理しておかなければならない。 

６及び７ ＜省略＞ ６及び７ ＜省略＞ 

 （定期報告）  （定期報告） 

第８条 各課等の長は、毎年３月３１日に所管の

公有財産について公有財産定期報告書を作成

し、５月２０日までに財政課長に提出しなけれ

ばならない。 

第８条 各課等の長は、毎年３月３１日に所管の

公有財産について公有財産定期報告書を作成

し、５月２０日までに行政課長に提出しなけれ

ばならない。 

 （損害の報告）  （損害の報告） 

第９条 各課等の長は、災害その他の事故により

公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ち

に次に掲げる事項を記載した書類により、市長

に報告するとともに、その写しを財政課長に送

付しなければならない。 

第９条 各課等の長は、災害その他の事故により

公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ち

に次に掲げる事項を記載した書類により、市長

に報告するとともに、その写しを行政課長に送

付しなければならない。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 （所管換え）  （所管換え） 

第１０条 各課等の長は、公有財産の所管換えを

受けようとするとき（行政財産の用途廃止によ

り所管換えを受けるときを除く。）は、次に掲

げる事項を記載した書類を添えて、財政課長及

び当該公有財産の所管する各課等の長に合議

し、市長の決裁を受けなければならない。 

第１０条 各課等の長は、公有財産の所管換えを

受けようとするとき（行政財産の用途廃止によ

り所管換えを受けるときを除く。）は、次に掲

げる事項を記載した書類を添えて、行政課長及

び当該公有財産の所管する各課等の長に合議

し、市長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （行政財産の用途の変更又は廃止）  （行政財産の用途の変更又は廃止） 

第１２条 各課等の長は、行政財産の用途を変更

し（所管換えをする場合を除く。）、又は廃止

しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た書類を添えて財政課長に合議し、市長の決裁

を受けなければならない。 

第１２条 各課等の長は、行政財産の用途を変更

し（所管換えをする場合を除く。）、又は廃止

しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た書類を添えて行政課長に合議し、市長の決裁

を受けなければならない。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 



２ 各課等の長は、行政財産の用途を廃止したと

きは、当該用途の廃止により生じた普通財産を

行政財産用途廃止引継書により財政課長に引き

継ぐことができる。 

２ 各課等の長は、行政財産の用途を廃止したと

きは、当該用途の廃止により生じた普通財産を

行政財産用途廃止引継書により行政課長に引き

継ぐことができる。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

４ 行政財産の用途の廃止により生じた普通財産

を財政課長に引き継いだ各課等の長は、財政課

長から指示のあるまでは、当該普通財産の保全

に関する事務を行わなければならない。 

４ 行政財産の用途の廃止により生じた普通財産

を行政課長に引き継いだ各課等の長は、行政課

長から指示のあるまでは、当該普通財産の保全

に関する事務を行わなければならない。 

 （行政財産の使用許可の手続）  （行政財産の使用許可の手続） 

第１４条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

２ 各課等の長は、前項の規定により行政財産使

用許可申請書の提出があつたときは、速やかに

財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けて申

請者に通知しなければならない。 

２ 各課等の長は、前項の規定により行政財産使

用許可申請書の提出があつたときは、速やかに

行政課長の合議を経て、市長の決裁を受けて申

請者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、速やかに財政課長の合議を経

て、各課等の長に専決させることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、速やかに行政課長の合議を経

て、各課等の長に専決させることができる。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

 （普通財産の貸付手続）  （普通財産の貸付手続） 

第２０条 各課等の長は、所管の普通財産を貸し

付けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類を添えて、財政課長に合議し、市長の

決裁を受けなければならない。 

第２０条 各課等の長は、所管の普通財産を貸し

付けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類を添えて、行政課長に合議し、市長の

決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、財政課長に合議し、各課等の

長に専決させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、行政課長に合議し、各課等の

長に専決させることができる。 

 （買入手続）  （買入手続） 

第２６条 各課等の長は、公有財産となる財産の

買入れを必要とするときは、次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、財政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 

第２６条 各課等の長は、公有財産となる財産の

買入れを必要とするときは、次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、行政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 



 ⑴から⑼まで ＜省略＞  ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

（寄附受納の手続）  （寄附受納の手続） 

第２７条 各課等の長は、公有財産となる財産の

寄附の受入れを必要とするときは、次に掲げる

事項を記載した書類に寄附申込書を添えて、財

政課長に合議し、市長の決裁を受けなければな

らない。 

第２７条 各課等の長は、公有財産となる財産の

寄附の受入れを必要とするときは、次に掲げる

事項を記載した書類に寄附申込書を添えて、行

政課長に合議し、市長の決裁を受けなければな

らない。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

 （買入れ及び寄附以外による取得）  （買入れ及び寄附以外による取得） 

第２８条 各課等の長は、買入れ及び寄附以外の

方法により公有財産を取得しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければ

ならない。 

第２８条 各課等の長は、買入れ及び寄附以外の

方法により公有財産を取得しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

行政課長に合議し、市長の決裁を受けなければ

ならない。  

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

 （増改築等の報告）  （増改築等の報告） 

第２９条 各課等の長は、法第２３８条第１項第

１号から第３号までに掲げる公有財産（以下

「不動産等」という。）の増築、改築、移築

（取り壊して他に移築する場合を除く。）、改

造等（以下「増改築等」という。）をしたとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

財政課長に報告しなければならない。 

第２９条 各課等の長は、法第２３８条第１項第

１号から第３号までに掲げる公有財産（以下

「不動産等」という。）の増築、改築、移築

（取り壊して他に移築する場合を除く。）、改

造等（以下「増改築等」という。）をしたとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

行政課長に報告しなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

 （普通財産の売払い等）  （普通財産の売払い等） 

第３３条 各課等の長は、普通財産の売払い又は

譲与を必要とするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を添えて、財政課長に合議し、市長

の決裁を受けなければならない。 

第３３条 各課等の長は、普通財産の売払い又は

譲与を必要とするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を添えて、行政課長に合議し、市長

の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑼まで ＜省略＞  ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

 （普通財産の交換）  （普通財産の交換） 

第３４条 各課等の長は、普通財産の交換を必要

とするときは、次に掲げる事項を記載した書類

第３４条 各課等の長は、普通財産の交換を必要

とするときは、次に掲げる事項を記載した書類



を添えて、関係課長及び財政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 

を添えて、関係課長及び行政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑻まで ＜省略＞  ⑴から⑻まで ＜省略＞ 
  

（瀬戸市会計管理者の補助組織設置規則の一部改正） 

第７条 瀬戸市会計管理者の補助組織設置規則（昭和４９年瀬戸市規則第

１０号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （決裁）  （決裁） 

第５条 市長の権限に属する事務のうち課長は、愛

知県証紙の出納に関する事項及び瀬戸市決裁規程

（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）別表第１の課長

共通（人事室長、行政課長及び財政課長のみの専

決に係るものを除く。）の決裁区分に属する事項

について、専決することができる。 

第５条 市長の権限に属する事務のうち課長は、愛

知県証紙の出納に関する事項及び瀬戸市決裁規程

（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）別表第１の課長

共通（行政課長、経営課長及び人事課長のみの専

決に係るものを除く。）の決裁区分に属する事項

について、専決することができる。 
  

（瀬戸市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正） 

第８条 瀬戸市長の職務を代理する職員を定める規則（昭和５４年瀬戸市

規則第１７号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（上席の職員） （上席の職員） 

第２条 前条に規定する上席の職員は、瀬戸市事

務分掌条例（平成１７年瀬戸市条例第２６号）

第１条に規定する部の長である職員とし、その

順序は、行政管理部長を第１順位とし、第２順

位以下は、次の各号のとおりとする。 

第２条 前条に規定する上席の職員は、瀬戸市事

務分掌条例（平成１７年瀬戸市条例第２６号）

第１条に規定する部の長である職員とし、その

順序は、行政経営部長を第１順位とし、第２順

位以下は、次の各号のとおりとする。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 
  



（瀬戸市庁舎管理規則の一部改正）  

第９条 瀬戸市庁舎管理規則（平成１８年瀬戸市規則第４８号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（管理責任者） （管理責任者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２ 管理責任者は、財政課長とする。 ２ 管理責任者は、行政課長とする。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

第２号様式中「行政課長」を「財政課長」に改める。  

（瀬戸市表彰審査委員会運営規則の一部改正）  

第１０条  瀬戸市表彰審査委員会運営規則（平成２５年瀬戸市規則第２１

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、経営戦略部秘書室にお

いて処理する。 

第７条 委員会の庶務は、行政経営部秘書室にお

いて処理する。 
  

（瀬戸市指定管理者選定委員会運営規則の一部改正）  

第１１条  瀬戸市指定管理者選定委員会運営規則（平成２５年瀬戸市規則

第２２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



（庶務） （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、行政管理部財政課にお

いて処理する。 

第９条 委員会の庶務は、行政経営部行政課にお

いて処理する。 
  

（瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会運営規則の一部改正）  

第１２条  瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会運営規則（平成２６年瀬

戸市規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（庶務） （庶務） 

第１３条 審査会の庶務は、行政管理部行政課に

おいて処理する。 

第１３条 審査会の庶務は、行政経営部行政課に

おいて処理する。 
  

（瀬戸市基本構想審議会運営規則の一部改正）  

第１３条  瀬戸市基本構想審議会運営規則（平成２６年瀬戸市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（庶務） （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、経営戦略部経営戦略室

において処理する。 

第７条 審議会の庶務は、行政経営部経営課にお

いて処理する。 
  

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


